
た
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
詳
細
は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
機
会
に
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
積
極
的

に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※
長
期
収
載
品
と
呼
ば
れ
る
同
じ
成
分
の
ジ
ェ

ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る
先
発
医
薬
品
が
対

象
と
な
り
ま
す
。先
発
医
薬
品
を
医
療
上
処

方
す
る
必
要
が
あ
る
場

合
は
、「
特
別
の
料
金
」

は
発
生
し
ま
せ
ん
。

問　
町
民
課
　
国
保
年
金
係

　
　
☎
7
6
7-
2
3
4
0

国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
手
続
き
が

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
も
で
き
ま
す

【
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
可
能
な
手
続
き
】

○
国
民
健
康
保
険
か
ら
の
脱
退
手
続（
新
し
い
保

険
に
加
入
し
た
こ
と
に
伴
う
国
保
脱
退
の
場
合

の
み
可
能
で
す
。
転
出
、
死
亡
等
の
場
合
は
役

場
窓
口
で
手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。）

○
高
額
療
養
費
の
支
給
申
請
手
続（
役
場
か
ら

「
高
額
療
養
費
の
お
知
ら
せ
」等
が
郵
便
で
届

い
た
方
の
み
可
能
で
す
。）

　
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
担
当
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
　
町
民
課
　
国
保
年
金
係 

　
　
　
☎
7
6
7-

2
3
4
0

コ
ン
ビ
ニ
交
付
を
利
用
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
て
、
住
民

票
の
写
し
や
印
鑑
登
録
証
明
書
等
が
全
国
の
コ

ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
等
で
取
得
で
き
ま
す
。

●
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
る
店
舗

　
セ
ブ
ン
・
イ
レ
ブ
ン
、
ロ
ー
ソ
ン
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
、
ミ
ニ
ス
ト
ッ
プ
な
ど

水
道
水
に
お
け
る
有
機
フ
ッ
素
化
合
物

（
Pピ
ー
フ
ァ
ス

F
A
S
）の
検
査
結
果
に
つ
い
て

　
本
町
で
は
、
令
和
2
年
度
か
ら
毎
年
水
道
水
の

P
F
A
S
検
査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
検
査
結
果

は
国
が
定
め
た
暫
定
目
標
値
を
大
幅
に
下
回
っ
て

い
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

問　
上
下
水
道
課
　
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-
2
1
2
6

医
薬
品
の
自
己
負
担
の

新
た
な
仕
組
み
に
つ
い
て

　

令
和
6
年
10
月
1
日
か
ら
後
発
医
薬
品

（
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
）が
あ
る
お
薬
で
先
発

医
薬
品
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
医
療
保
険
の

患
者
負
担
分
に
あ
わ
せ
て
、「
特
別
の
料
金
」と

し
て
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
先
発
医
薬
品
の

差
額
の
1
／
4
相
当
額
を
追
加
で
お
支
払
い
い

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

電話で聞ける「防災情報テレホンサービス」 ☎356-8951 
放送から12時間以内であれば、内容を確認することができます。（通話料自己負担）

※ng（ナノグラム）は10億分の1gを示します

年度 検査対象 暫定目標値 検査結果

令和2年度
原水（井戸）

50ng/L以下
5ng/L未満

水道水 5ng/L未満

令和3年度
原水（井戸）

50ng/L以下
5ng/L未満

水道水 5ng/L未満

令和4年度
原水（井戸）

50ng/L以下
5ng/L未満

水道水 5ng/L未満

令和5年度
原水（井戸）

50ng/L以下
5ng/L未満

水道水 5ng/L未満

令和6年度
原水（井戸）

50ng/L以下
5ng/L未満

水道水 5ng/L未満

厚生労働省
関連ページへの
二次元コード

※
キ
オ
ス
ク
端
末（
マ
ル
チ
コ
ピ
ー
機
）設
置
店

舗
に
限
り
ま
す
。

●
取
得
で
き
る
証
明
書

　
住
民
票
の
写
し（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
・
住
民
票

コ
ー
ド
な
し
）、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
証

明
書（
本
籍
が
本
町
の
方
）、
戸
籍
の
附
票（
本

籍
が
本
町
の
方
）、
課
税（
所
得
）証
明
書

●
利
用
可
能
時
間

　
午
前
6
時
30
分
〜
午
後
11
時

　
（
シ
ス
テ
ム
休
止
日
を
除
く
）

詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課
　
戸
籍
住
民
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
8

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
J
ア
ラ
ー
ト
※
）を

用
い
た
訓
練
が
、全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
町

で
は
、次
の
と
お
り
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
訓

練
を
行
い
ま
す
の
で
、、
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
訓
練
日
時　
2
月
12
日
㈬
午
前
11
時
頃

●
訓
練
で
行
う
試
験
放
送

　
①
上
り
チ
ャ
イ
ム
音（
ピ
ン
、
ポ
ン
、
パ
ン
、
ポ
ン
）

　
②「
こ
れ
は
、
J
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」　

　
　
（
3
回
繰
り
返
し
）

　
③「
こ
ち
ら
は
、
防
災
り
ふ
広
報
で
す
。」

　
④
下
り
チ
ャ
イ
ム
音（
ピ
ン
、
ポ
ン
、
パ
ン
、
ポ
ン
）

※
J
ア
ラ
ー
ト
と
は
、地
震
・
津
波
や
武
力
攻
撃

な
ど
の
緊
急
情
報
を
、国
か
ら
人
工
衛
星
な
ど
を

通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る
シ
ス
テ
ム
で
す
。

※
本
訓
練
は
災
害
等
の
影
響
に
よ
り
中
止
と
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問　
危
機
対
策
課
　
危
機
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

役
場
庁
舎
、
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

停
電
に
伴
う
サ
ー
ビ
ス
の
停
止
に
つ
い
て

　
庁
舎
建
物
の
電
気
設
備
点
検
等
に
伴
い
、
全

館
停
電
と
な
り
ま
す
。
利
用
者
の
皆
さ
ま
に
は

ご
不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
停
電
日
時　
2
月
22
日
㈯

　
　
　
　
　
　
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
予
定

●
停
止
サ
ー
ビ
ス
等

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

【
終
日
休
館
】

※
電
話
・
F
A
X
が
不
通
と
な
る
た
め
、緊
急

の
お
問
い
合
わ
せ
は
次
の
臨
時
電
話
番
号
に

お
願
い
し
ま
す
。

　
　
☎
0
8
0-

1
8
2
4-

6
9
9
7

　
　
☎
0
8
0-

1
8
3
2-

7
5
5
7

問　
財
務
課
　
管
財
契
約
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
1
6

「
こ
ど
も
外
国
語
教
室
」参
加
者
募
集
！

　
外
国
語
に
親
し
む
こ
と
を
目
的
に
、
利
府
町

国
際
交
流
協
会
が
主
催
し
ま
す
。

●
と
　
き　
2
月
15
日
㈯
、
2
月
22
日
㈯

　
　
　
　
　
午
前
10
時
30
分
〜
正
午

●
と
こ
ろ

　
文
化
交
流
セ
ン
タ
ー「
リ
フ
ノ
ス
」創
作
室

●
対
　
象　
小
学
3
〜
6
年
生

　
※
原
則
2
回
参
加
で
き
る
方

●
学
習
言
語　
多
言
語（
英
語
、
韓
国
語
な
ど
）

●
参
加
費　
5
0
0
円（
2
回
分
）

●
定
　
員　
25
人（
先
着
順
）

●
申
込
方
法

　
受
講
者
本
人
の
氏
名
・
年
齢
・
住
所
・
電
話

番
号
・
小
学
校
名
・
学
年
と
保
護
者
氏
名
を
、

L
o
g
o
フ
ォ
ー
ム
、
電
話
、
メ
ー
ル
の
い
ず

れ
か
で
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
期
限　
2
月
10
日
㈪
ま
で

問　
秘
書
政
策
課
　
政
策
係☎7

6
7-

2
1
1
5

seisaku406@
rifu-cho.com

6広報りふ RIFU　令和7年2月号



　軽自動車税は、毎年4月1日の基準日に、車両を所有
している方が納税義務者となります。
　使用しない車両や名義を変更する車両がある場合は、
基準日までに廃車や名義変更等の手続きを行ってください。
　なお、例年3月（特に最終週）は各種手続が集中し、大変
混雑しますので、早めに手続きを済ませるよう、ご協力を
お願いします。

125ccまでの原動機付自転車 税務課
資産税係

☎767-2329
小型特殊自動車（農耕用車両等）
三輪以上の原動機付自転車（ミニカー等）
軽四輪自動車 軽自動車検査協会

宮城主管事務所
☎050-3816-1830軽三輪

軽二輪（125cc超250cc以下） 東北運輸局
宮城運輸支局

☎050-5540-2011
二輪の小型自動車（250cc超）
軽自動車を除く四輪自動車等

軽自動車の名義変更等の
手続きはお早めに

問　子ども支援課　子ども給付係　☎767-2193

　令和6年10月に児童手当の制度改正があり、申請手続きについて令和6年9月号の広報りふにて周知していると
ころですが、下記に該当する方で未申請の場合は、3月31日（月）まで忘れずに申請してください。

（期限を過ぎた場合は、令和6年10月分まで遡って支給することはできません）

※監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をしている場合
※当該子が受給者の収入により子の日常生活の全部または一部を営んでおり、
　かつ、これを欠くと生活水準を維持することができない場合
制度改正の主な内容など詳しくは、町ホームページをご覧ください。

　子ども医療費助成・母子・父子家庭医療費助成・障害者医療費助成の健康
保険の情報の変更手続きが窓口に来庁することなくインターネットでもできます。

児童手当制度改正（拡充）に伴う申請について

①制度改正に伴い新規で認定請求が必要となる方
②大学生年代（平成14年4月2日から平成18年4月1日生まれ）の子を監護（※）している方で、

その子どもを含め、3人以上の子を養育している方

各種医療費助成の健康保険の情報の
変更手続がインターネットでもできます

問　子ども支援課　子ども給付係　☎767-2193　地域福祉課　障がい福祉係　☎767-2148

令
和
６
年
度

明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル

作
品
展
を
開
催
し
ま
す

　
令
和
6
年
度
明
る
い
選
挙
啓
発
ポ
ス
タ
ー
コ

ン
ク
ー
ル
に
ご
応
募
い
た
だ
い
た
町
内
小
中
学

校
の
児
童
・
生
徒
の
作
品
を
展
示
し
ま
す
。
ぜ

ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
と
　
き　
2
月
18
日
㈫
〜
25
日
㈫

●
展
示
時
間

　
（
平
日
）午
前
8
時
30
分
〜
午
後
9
時

　
（
日
曜
日
・
祝
日
）午
前
9
時
〜
午
後
9
時

※
22
日
㈯
は
終
日
休
館

※
最
終
日
25
日
㈫
は
、午
前
8
時
30
分
〜
午
後
3
時

●
と
こ
ろ

　
町
民
交
流
館（
ペ
ア
・
パ
ル
利
府
）

　
1
階　
展
示
コ
ー
ナ
ー

問　
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
☎
7
6
7-

2
1
3
0

●日曜開庁日
 2月9日（日） 午前9時〜午後1時
 【取り扱い窓口】
 転入・転出等の手続き、住民票等の諸証明発行、 子育て（手当）関係、
 国保加入脱退手続き、マイナンバーカードの交付（要予約）、
 納税相談、水道開閉栓手続き等

●夜間納税相談窓口
 2月28日（金） 午後8時まで

●今月の納期限
 2月28日（金）
 ・国民健康保険税（第9期） ・介護保険料（第6期）
 ・後期高齢者医療保険料（第8期）

●マイナンバーカード交付夜間臨時窓口
 2月6日（木）、2月20日（木）　午後7時30分まで
 ※受け取りは、前日までのご予約の方に限ります。
　各種証明書等発行、住所変更等の手続きは受付できません。

広告枠

株式会社 水間工務店

声の広報
視覚に障がいのある方に対し、声で広報紙の内容を聞くことができる「声の広報」を、CDにて無料で貸し
出していますので、お気軽にお問い合わせください。　問  秘書政策課　秘書広報係　☎767-2112  7 Public Relations No.595




